
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
徳
島
県
阿
南
警
察
署
の
項
中
「
阿
南
市

」
を
「
阿
南
市

那
賀
郡

」
に
改
め
、
同
表
徳

島
県
那
賀
警
察
署
の
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
徳
島
県
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

2

徳
島
県
警
察
署
協
議
会
条
例
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
す
る
。

附
則
第
二
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「（
経
過
措
置
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島
県
条
例
第

号
。
以
下
「
元
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
の
日
の

前
日
に
お
い
て
元
年
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
表
に
規
定
す
る
警
察
署
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
置
か
れ
て

い
る
協
議
会
の
委
員
に
委
嘱
さ
れ
て
い
る
者
は
、
元
年
改
正
条
例
の
施
行
の
日
に
、
元
年
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
表
に
規
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警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　
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泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門　
　

 
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号 

三
十
一



定
す
る
警
察
署
の
う
ち
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
置
か
れ
て
い
る
協
議
会
の
委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
委
員
の
任
期
は
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
の
前
日
に
お
け
る
委
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

徳
島
県
阿
南
警
察
署

徳
島
県
阿
南
警
察
署

徳
島
県
那
賀
警
察
署
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